
補助対象となる資器材 

 ①別表第 1 に掲げるものに加えて、条件を満たす場合は②知事が認めるものも対象とな

ります。 

①別表第１に掲げるもの以外をお考えの場合は、事前にご相談ください。 

 また、補助対象ではない資器材もあわせてご確認ください。 

①別表第１に掲げるもの 

分類 防災備蓄資器材 

初期消火に使用

する資器材 

スタンドパイプ、可搬式消火ポンプ  

救出・救護に使

用する資器材 

階段避難車、救急セット、担架、 

リヤカー、はしご、工具、ロープ類、 

ＡＥＤ、毛布、ヘルメット、懐中電灯、仮設テント  

情報連絡に使用

する資器材 

トランシーバー、メガホン、ラジオ  

生活継続に使用

する資器材 

簡易トイレ・携帯トイレ、 

マンホールトイレの上部構造物(便器・テント)、 

エレベーター用防災キャビネット、 

給水タンク、炊き出し器、投光器、 

養生シート、 

安否確認マグネット、 

発電機、蓄電池、 

カセットボンベ（発電機用）、太陽光パネル（蓄電池用） 

※ 設置工事を伴う据置型の発電機、蓄電池、太陽光パネルは除

く。 

 マンホールトイレの上部構造物(便器・テント)は、便器とテントをセットまたは同時で購

入するものに限ります。便器のみ、テントのみの購入の場合は、簡易トイレ・携帯トイレと

仮設テントとして申請してください。 

なお、設置工事を伴うものを除きます(東京都とどまるマンションマンホールトイ

レ整備促進事業の補助金をご検討ください。) 

 

以下は、別表第 1 の資器材の一例として補助の対象になるものです。 

〇リヤカーの例 

一輪車(ネコ車)、台車 



〇工具の例 

 救出用品、ジャッキ、バール 等 

 

〇ロープ類の例 

トラロープ、トラテープ 

 

〇毛布の例 

アルミシート・ブランケット等 

 

〇懐中電灯の例 

 ヘッドライト、LED ランタン 

 

〇給水タンクの例 

給水袋 

※以下の 1 と 2 のいずれかまたは両方の条件を満たすものに限ります。 

1.持ち手やバルブがあるなど、給水や水の運搬の用途に使用する形状であるもの 

2.給水袋の表面に「給水袋」などと表示があるもの 

 

〇蓄電池・投光器等の例 

コードリール、太陽光パネルとの接続用アダプター等 

※蓄電池・投光器など、同時に申請する資器材と共に利用するものに限ります。 

※同時に申請する資器材と比較して著しく数量が多い等、合理的と判断できない場合は

対象外です。 

 

〇発電機の例 

 発電機用エンジンオイル(潤滑油) 

※発電機用のカセットボンベ以外の燃料は対象外です。 

※同時に申請する資器材と比較して著しく数量が多い等、合理的と判断できない場合は

対象外です。 

 

②知事が認めるもの 

   以下の 1 と 2 の両方を満たすものが補助対象となります。 

1.マンション毎で策定する防災マニュアルに、災害等における具体的な活用方法・保

管場所等の記載があり、共同で備蓄することが合理的であることを確認できるも

の 

2.一品当たりの単価が消費税及び地方消費税を除いて 1,000 円以上であるもの 



（「乾電池」や「ポリ袋」など、1000 円に満たない場合は対象外です）。 

 

〈例〉ストーブ、非常時に取り付けて使用する浄水器・くみ上げポンプ、 

工事を伴わない簡易的な止水板、ビブス、カード式防災マニュアル等 

  ※設置工事を伴うもの、常設しておく機材等は補助の対象外です。 

また、各住戸(専有部分)での使用を目的としていて、共同で利用しない場合も対

象外です。 

 

補助対象ではない資器材 

 以下は、補助の対象とならない資器材の一例です。防災マニュアルに記載があるなど、知

事が認めるものの条件を満たす場合も、以下のものは対象外となります。 

■飲料水・食料 

ただし、エレベーター用防災キャビネットに納まっている飲料水・食料は、一式で補助の

対象となります。 

■別表第 1 に記載のない、消耗品・日用品・文房具など 

〈例〉ホワイトボード、机、テープ類(※トラテープは補助対象です)、カセットコンロ、

養生テープ、軍手、ライティングシート、アルミホイル 

■土嚢・水嚢 

■ストーブや炊き出し器等に使用する燃料 

■収納用品 

〈例〉ＡＥＤスタンドやケース類、棚、折り畳みコンテナ 

■設置工事を伴う設備等 

〈例〉据置型の発電機・蓄電池・太陽光パネル、支柱など設置工事を伴う止水板・防水

扉等 

■別表第 1 に記載のないもののうち、日常的に設置するもの、住戸(専有部分)での使用を目

的としているもの、主に法律等で設置が義務付けられているもの。 

〈例〉常設する浄水器等・消火器類 

■別表第 1 に記載のないもののうち、１品当たりの単価が消費税及び地方消費税を除いて

1,000 円未満となるもの 

■異なる資器材を組み合わせて一つの防災備蓄資器材として申請するなど、資器材の単価

が適切に確認できないもの。※見積書の内訳を分けてください。 

 〈例〉太陽光パネル(蓄電池用)と蓄電池のセット購入 

        


